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特別損失の発生に関するお知らせ 

 

当社は、本日臨時取締役会を開催し、経営再建を強力に推し進めるための債務圧縮の一環として、平

成 23 年 9月 15 日付で当社が保有しております棚卸資産（以下「本物件」）を売却することを決議いたし

ました（以下「本売却」）。本売却に伴いまして棚卸資産処分損 1,157 百万円(概算)が発生し、特別損失

として計上することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

 

1．本売却の概要 

 

売 却 資 産 テナントビル 

簿 価 1,680 百万円 （百万円以下は切捨てております。） 

売 却 価 額 480百万円 （当社手取概算額であります。） 

売 却 損 1,200 百万円 

（当社手取概算額から算出しております。会計上の棚卸資産処分損は 1,157 百万円

であります。百万円以下は切捨てております。） 

契約締結日 平成 23年 9 月 15日 

 

 

2．今後の見通し 

 

本売却により、有利子負債の返済が進むものの、本物件を担保としておりました借入（以下「本債務」）

を全額返済するには至りませんでした。本売却による返済後の本債務の残余部分は約 1,222 百万円であ

ります。当社は、本売却に先立ち、抵当権者である金融機関と交渉を行い、残余部分が発生する売却で

あっても抵当権の解除に応じていただけること、残余部分に関しては、当社に対して即時返済を要請し

ないことについて、金融機関より内諾を得ております。 

 

 2008年に顕著化した金融市場の大混乱により不動産市況は著しい影響を受け、その回復には時間を要
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すと当社は考えております。当社は、有利子負債の早期圧縮は経営再建のためには必須と考えており、

金融機関のご理解の下、市況回復時に売却することで売却損を回避するよりも有利子負債の早期圧縮を

優先することといたしました。 

 

本売却により、一時的に、当社の単体純資産は概算として▲760 百万円となります。連結純資産の額

に関しましては、第 3 四半期終了後、決定次第お知らせいたします。誠に遺憾ながら、当社は一時的に

債務超過の状態となりますが、有利子負債の早期圧縮は、経営再建実現のための必達事項であり、金融

機関のご理解の下、粛々と進めることが極めて重要であります。上場維持の条件の一つである 1 年以内

の債務超過解消については、解消するための会計上の手段は存在すること、当社は前期も同様の処理を

行っており、債務超過回避については実績があることから、本売却を決定いたしました。 

 

担保物件の売却と、残余部分の処理（例：残余部分を債権市場から買い入れ消却することによる特別

利益の計上）を同時に行うことが可能であれば、このように株主の皆様にご心配をかけるような事態が

発生することは回避できたと考えておりますが、担保物件の売却と残余部分の処理を同時に行うことは、

制度上極めて難しく、株主の皆様におかれましては、何卒、ご理解いただきたく存じます。本債務の残

余部分であります 1,222 百万円に関しては、当社の純資産を回復せしめ債務超過を解消する形式での処

理（例：残余部分を債権市場から買い入れ消却することによる特別利益の計上）が実現するよう、必要

な経営努力を継続する予定でありますが、現時点においては正式に決定した事項はございません。正式

に決定次第、お知らせいたします。 

 

2008年に金融市場における大混乱が顕著化して以降、およそ 3 年を経ており、その間の当社株式の価

額は著しく下落し、3 期連続無配となっております。また、当社は、未だに巨額の有利子負債を抱え、

当社の経営再建の進捗は十分であったとはいえません。当社の経営再建のためには、販売在庫の確保と

利益率の向上が至上命題であり、その実現のためには、一定の額の資金調達が必要であるところ、巨額

の有利子負債がそれを困難にしております。当社においては、平成 23 年 7 月 28 日に開催された株主総

会以降、新体制が発足しておりますが、この新体制の下、債務削減を躊躇なく断行し、かつ、継続的に

行ってゆくことで、経営再建を少しでも早期に実現すべく、有意な額の資金調達を実現させる所存であ

ります。 

 

 

以上 


